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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　嵌合方向に沿って互いに嵌合可能なプラグコネクタとレセプタクルコネクタとを備える
コネクタ装置であって、
　前記プラグコネクタは、ケーブル保持部と、光電変換部と、第１電気コネクタと、第１
ロック部とを備えており、
　前記ケーブル保持部は、光信号を伝送させる光ファイバケーブルを保持しており、
　前記第１電気コネクタは、前記光電変換部に対して電気信号を入出力するものであり、
　前記光電変換部は、前記光信号と前記電気信号とを相互に変換するものであり、
　前記嵌合方向において、前記第１ロック部と前記第１電気コネクタとは第１距離だけ離
れており、
　前記レセプタクルコネクタは、第２ロック部と第２電気コネクタとを備えており、
　前記第２ロック部は、前記プラグコネクタと前記レセプタクルコネクタとが互いに嵌合
したとき、前記第１ロック部と係合するものであり、
　前記第２電気コネクタは、前記プラグコネクタと前記レセプタクルコネクタとが互いに
嵌合したとき、前記第１電気コネクタと接続するものであり、
　前記嵌合方向において、前記第２ロック部と前記第２電気コネクタとは第２距離だけ離
れており、
　前記第１距離と前記第２距離の差は、前記第１電気コネクタと前記第２電気コネクタと
の間の有効接触長以下であり、
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　前記プラグコネクタは、光コネクタと、光モジュールと、第１シェルとを備えており、
　前記光コネクタは、前記光ファイバケーブルの先端に取り付けられており、
　前記光モジュールは、前記光電変換部と前記第１電気コネクタとを備えており、
　前記光モジュールは、前記光コネクタと嵌合されており、
　前記第１シェルは、前記光コネクタと前記光モジュールを保持していると共に少なくと
も部分的に前記光コネクタと前記光モジュールを覆うものであり、
　前記光モジュールは、前記第１シェル内において前記嵌合方向における移動が規制され
ており、
　前記第１ロック部は前記第１シェルに設けられており、
　前記光モジュールは、前記嵌合方向と直交する方向へ張り出した張出部を有しており、
　前記第１シェルは、第１規制部と第２規制部とを有しており、
　前記第１規制部と前記第２規制部は、前記嵌合方向において前記張出部を挟み込んでお
り、
　前記第１シェルは、前記光モジュールを保持する第１部材と、前記光コネクタを保持す
る第２部材とを備えており、
　前記第１規制部は、前記第１部材に設けられており、前記第２規制部は、前記第２部材
に設けられている
コネクタ装置。
【請求項２】
　請求項１に記載されたコネクタ装置であって、
　前記プラグコネクタは、前記第１部材と前記第２部材とを締結するためのカップリング
ナットを備えており、
　前記第１部材と前記第２部材とを締結する前の状態において、前記カップリングナット
は、前記嵌合方向に移動可能となるように、前記第２部材に取り付けられている
コネクタ装置。
【請求項３】
　請求項２に記載されたコネクタ装置であって、
　前記第１部材と前記第２部材とを締結する前の状態において、前記第１シェルは、前記
嵌合方向に直交する方向に開口した開口部を有しており、
　前記第１部材と前記第２部材とを締結する前の状態において、前記張出部は、前記開口
部を通じて視認可能である
コネクタ装置。
【請求項４】
　請求項３に記載されたコネクタ装置であって、
　前記第１シェルは、第１止水部及び第２止水部を更に備えており、
　前記第１止水部は、前記第１部材に取り付けられ、かつ前記嵌合方向と直交する面内に
おいて前記第１部材の全周を覆っており、
　前記第２止水部は、前記第２部材に取り付けられ、かつ前記嵌合方向と直交する面内に
おいて前記第２部材の全周を覆っており、
　前記開口部は、前記嵌合方向において、前記第１止水部と前記第２止水部との間に位置
している
コネクタ装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか一つに記載されたコネクタ装置であって、
　前記プラグコネクタは、複数の板バネを有する支持部材を更に備えており、
　前記支持部材は、前記嵌合方向と直交する面内において、前記光モジュールを前記第１
部材に対してフローティング状態となるように支持している
コネクタ装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか一つに記載のコネクタ装置であって、
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　前記第１シェルは、前記嵌合方向と直交する面内において全周に亘って前記光モジュー
ルを囲っており、
　前記第１シェルと前記光モジュールとの間には、前記嵌合方向に延びるケージ収容部が
形成されており、
　前記レセプタクルコネクタは、ケージを有しており、
　前記プラグコネクタを前記レセプタクルコネクタと嵌合する際、前記ケージは前記ケー
ジ収容部に部分的に収容される
コネクタ装置。
【請求項７】
　請求項６に記載されたコネクタ装置であって、
　前記レセプタクルコネクタは、使用時において筐体に取り付けられる第２シェルを更に
備えており、
　前記第２電気コネクタは、使用時において前記筐体内に配置されている回路基板上に固
定されるものであり、
　前記第２ロック部は、前記筐体の外側に位置するように、前記第２シェルに設けられて
いる
コネクタ装置。
【請求項８】
　請求項７に記載されたコネクタ装置であって、
　前記ケージは、使用時において、前記回路基板上に固定されるものであり、
　前記ケージは、導電性を有し、かつ前記第２電気コネクタを収容しており、
　前記第２シェルは、導電性を有しており、
　前記第２シェルは、前記嵌合方向において、前記第２ロック部と前記第２電気コネクタ
との距離が前記第２距離となるように、前記ケージに取り付けられている
コネクタ装置。
【請求項９】
　請求項８に記載されたコネクタ装置であって、
　前記第２シェルは、前記嵌合方向に延びる腕部を有しており、
　前記腕部は、前記ケージに取り付けられ、それによって、前記第２ロック部と前記第２
電気コネクタとの間の距離を前記第２距離に固定する
コネクタ装置。
【請求項１０】
　相手側ロック部と相手側電気コネクタとを備えたレセプタクルコネクタと嵌合方向に沿
って嵌合可能なプラグコネクタであって、
　前記プラグコネクタは、ケーブル保持部と、光電変換部と、電気コネクタと、ロック部
とを備えており、
　前記ケーブル保持部は、光信号を伝送させる光ファイバケーブルを保持しており、
　前記電気コネクタは、前記光電変換部に対して電気信号を入出力するものであり、
　前記光電変換部は、前記光信号と前記電気信号とを相互に変換するものであり、
　前記嵌合方向において、前記ロック部と前記電気コネクタとは第１距離だけ離れており
、
　前記ロック部は、前記プラグコネクタと前記レセプタクルコネクタとが互いに嵌合した
とき、前記相手側ロック部と係合するものであり、
　前記電気コネクタは、前記プラグコネクタと前記レセプタクルコネクタとが互いに嵌合
したとき、前記相手側電気コネクタと接続するものであり、
　前記嵌合方向において、前記相手側ロック部と前記相手側電気コネクタとの距離が第２
距離のとき、前記第１距離と前記第２距離との差が、前記電気コネクタと相手側電気コネ
クタとの間の有効接触長以下であり、
　前記プラグコネクタは、光コネクタと、光モジュールと、シェルとを備えており、
　前記光コネクタは、前記光ファイバケーブルの先端に取り付けられるものであり、
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　前記光モジュールは、前記光電変換部と前記電気コネクタとを備えており、
　前記光モジュールは、前記光コネクタと嵌合されており、
　前記シェルは、前記光コネクタと前記光モジュールを保持していると共に少なくとも部
分的に前記光コネクタと前記光モジュールを覆うものであり、
　前記光モジュールは、前記シェル内において前記嵌合方向における移動が規制されてお
り、
　前記ロック部は前記シェルに設けられており、
　前記光モジュールは、前記嵌合方向と直交する方向へ張り出した張出部を有しており、
　前記シェルは、第１規制部と第２規制部とを有しており、
　前記第１規制部と前記第２規制部は、前記嵌合方向において前記張出部を挟み込んでお
り、
　前記シェルは、前記光モジュールを保持する第１部材と、前記光コネクタを保持する第
２部材とを備えており、
　前記第１規制部は、前記第１部材に設けられており、前記第２規制部は、前記第２部材
に設けられている
プラグコネクタ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタ装置に関し、特に、光ケーブルと電子機器との接続に用いられるコ
ネクタ装置及びプラグコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、プラグ（プラグコネクタ）とレセプタクル（レセプタクルコネクタ）と
を備えるコネクタ接続体（コネクタ装置）を開示している。図３３に示されるように、特
許文献１のプラグ９００は、光ケーブル９２０の端部に取り付けられている。詳しくは、
プラグ９００は、光ケーブル９２０の端部に取り付けられた光コネクタ本体９０２を有し
ている。また、プラグ９００は、光コネクタ本体９０２を保持するハウジング９０４と、
ハウジング９０４に取り付けられる内側シェル９０６と、外側シェル９０８とを有してい
る。一方、レセプタクル９１０は、電子機器（図示せず）の筐体（図示せず）に取り付け
られている。レセプタクル９１０は、プラグ９００と嵌合したときに、光コネクタ本体９
０２と接続される相手側光コネクタ９１２を有している。また、レセプタクル９１０は、
筐体内に収容される基板９３０に搭載される光トランシーバ９１４と、筐体に固定される
筐体シェル９１６とを有している。プラグ９００とレセプタクル９１０とが嵌合した状態
で、光トランシーバ９１４は、光ケーブル９２０を通して伝送される光信号と基板９３０
の配線（図示せず）を通して伝送される電気信号とを相互に変換する。
【０００３】
　特許文献１のコネクタ接続体において、光トランシーバ９１４は、基板９３０に直接搭
載されている。そのため、光トランシーバ９１４が故障した場合に、光トランシーバ９１
４の交換が困難である。そこで、光トランシーバの交換を容易にするため、基板に搭載さ
れる電気コネクタと、その電気コネクタに挿抜可能に構成された光モジュールとの組み合
わせが既に開発されている。特許文献２は、そのような組み合わせに用いられる電気コネ
クタを開示している。図３４に示されるように、特許文献２の電気コネクタ９５０は、基
板９６０に搭載された電気コネクタ本体９５２と、電気コネクタ本体９５２を囲うシェル
９５４，９５６とを備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２６１３４号公報
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【０００５】
【特許文献２】特開２００５－５６６１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献２の電気コネクタ本体９５２に接続される光モジュールは、電気コネクタ本体
９５２に接続される他の電気コネクタ（第１電気コネクタ）を備えている。第１電気コネ
クタと電気コネクタ本体９５２（第２電気コネクタ）とが適切に接続された状態で、光モ
ジュールは、その略全体が筐体の内部に位置することになる。そのため、光モジュールか
らの熱は、電子機器の筐体内に放出され、筐体内の温度を上昇させる。筐体内の温度上昇
は、電子機器の誤動作や故障を招く可能性がある。しかも、近年の信号伝送速度の上昇に
伴い、光モジュールの動作速度が上昇し、発熱量も増加している。
【０００７】
　そこで、本発明は、光モジュールを筐体外に配置してなるコネクタ装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　光モジュールを筐体の外、即ち、プラグコネクタに設けようとすると、光モジュールに
設けられた第１電気コネクタとレセプタクルコネクタに設けられた、即ち筐体内にある、
第２電気コネクタとの間のアライメントや接続確立の確認が困難になる。
【０００９】
　そこで、本発明は、プラグコネクタの第１電気コネクタとレセプタクルコネクタの第２
電気コネクタとの間のアライメント及び接続確立の確認を容易に行えるようにするための
構造的条件を限定することとした。
【００１０】
　具体的には、本発明は、第１のコネクタ装置として、嵌合方向に沿って互いに嵌合可能
なプラグコネクタとレセプタクルコネクタとを備えるコネクタ装置であって、
　前記プラグコネクタは、ケーブル保持部と、光電変換部と、第１電気コネクタと、第１
ロック部とを備えており、
　前記ケーブル保持部は、光信号を伝送させる光ファイバケーブルを保持しており、
　前記第１電気コネクタは、前記光電変換部に対して電気信号を入出力するものであり、
　前記光電変換部は、前記光信号と前記電気信号とを相互に変換するものであり、
　前記嵌合方向において、前記第１ロック部と前記第１電気コネクタとは第１距離だけ離
れており、
　前記レセプタクルコネクタは、第２ロック部と第２電気コネクタとを備えており、
　前記第２ロック部は、前記プラグコネクタと前記レセプタクルコネクタとが互いに嵌合
したとき、前記第１ロック部と係合するものであり、
　前記第２電気コネクタは、前記プラグコネクタと前記レセプタクルコネクタとが互いに
嵌合したとき、前記第１電気コネクタと接続するものであり、
　前記嵌合方向において、前記第２ロック部と前記第２電気コネクタとは第２距離だけ離
れており、
　前記第１距離と前記第２距離の差は、前記第１電気コネクタと前記第２電気コネクタと
の間の有効接触長以下である
コネクタ装置を提供する。
【００１１】
　また、本発明は、第２のコネクタ装置として、第１のコネクタ装置であって、
　前記プラグコネクタは、光コネクタと、光モジュールと、第１シェルとを備えており、
　前記光コネクタは、前記光ファイバケーブルの先端に取り付けられており、
　前記光モジュールは、前記光電変換部と前記第１電気コネクタとを備えており、
　前記光モジュールは、前記光コネクタと嵌合されており、
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　前記第１シェルは、前記光コネクタと前記光モジュールを保持していると共に少なくと
も部分的に前記光コネクタと前記光モジュールを覆うものであり、
　前記光モジュールは、前記第１シェル内において前記嵌合方向における移動が規制され
ており、
　前記第１ロック部は前記第１シェルに設けられている
コネクタ装置を提供する。
【００１２】
　また、本発明は、第３のコネクタ装置として、第２のコネクタ装置であって、
　前記光モジュールは、前記嵌合方向と直交する方向へ張り出した張出部を有しており、
　前記第１シェルは、第１規制部と第２規制部とを有しており、
　前記第１規制部と前記第２規制部は、前記嵌合方向において前記張出部を挟み込んでい
る
コネクタ装置を提供する。
【００１３】
　また、本発明は、第４のコネクタ装置として、第３のコネクタ装置であって、
　前記第１シェルは、前記光モジュールを保持する第１部材と、前記光コネクタを保持す
る第２部材とを備えており、
　前記第１規制部は、前記第１部材に設けられており、前記第２規制部は、前記第２部材
に設けられている
コネクタ装置を提供する。
【００１４】
　また、本発明は、第５のコネクタ装置として、第４のコネクタ装置であって、
　前記プラグコネクタは、前記第１部材と前記第２部材とを締結するためのカップリング
ナットを備えており、
　前記第１部材と前記第２部材とを締結する前の状態において、前記カップリングナット
は、前記嵌合方向に移動可能となるように、前記第２部材に取り付けられている
コネクタ装置を提供する。
【００１５】
　また、本発明は、第６のコネクタ装置として、第５のコネクタ装置であって、
　前記第１部材と前記第２部材とを締結する前の状態において、前記第１シェルは、前記
嵌合方向に直交する方向に開口した開口部を有しており、
　前記第１部材と前記第２部材とを締結する前の状態において、前記張出部は、前記開口
部を通じて視認可能である
コネクタ装置を提供する。
【００１６】
　また、本発明は、第７のコネクタ装置として、第６のコネクタ装置であって、
　前記第１シェルは、第１止水部及び第２止水部を更に備えており、
　前記第１止水部は、前記第１部材に取り付けられ、かつ前記嵌合方向と直交する面内に
おいて前記第１部材の全周を覆っており、
　前記第２止水部は、前記第２部材に取り付けられ、かつ前記嵌合方向と直交する面内に
おいて前記第２部材の全周を覆っており、
　前記開口部は、前記嵌合方向において、前記第１止水部と前記第２止水部との間に位置
している
コネクタ装置を提供する。
【００１７】
　また、本発明は、第８のコネクタ装置として、第４から第７までのコネクタ装置のうち
の一つであって、
　前記プラグコネクタは、複数の板バネを有する支持部材を更に備えており、
　前記支持部材は、前記嵌合方向と直交する面内において、前記光モジュールを前記第１
部材に対してフローティング状態となるように支持している
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コネクタ装置を提供する。
【００１８】
　また、本発明は、第９のコネクタ装置として、第２から第８までのコネクタ装置のうち
の一つであって、
　前記第１シェルは、前記嵌合方向と直交する面内において全周に亘って前記光モジュー
ルを囲っており、
　前記第１シェルと前記光モジュールとの間には、前記嵌合方向に延びるケージ収容部が
形成されており、
　前記レセプタクルコネクタは、ケージを有しており、
　前記プラグコネクタを前記レセプタクルコネクタと嵌合する際、前記ケージは前記ケー
ジ収容部に部分的に収容される
コネクタ装置を提供する。
【００１９】
　また、本発明は、第１０のコネクタ装置として、第９のコネクタ装置であって、
　前記レセプタクルコネクタは、使用時において筐体に取り付けられる第２シェルを更に
備えており、
　前記第２電気コネクタは、使用時において前記筐体内に配置されている回路基板上に固
定されるものであり、
　前記第２ロック部は、前記筐体の外側に位置するように、前記第２シェルに設けられて
いる
コネクタ装置を提供する。
【００２０】
　また、本発明は、第１１のコネクタ装置として、第１０のコネクタ装置であって、
　前記ケージは、使用時において、前記回路基板上に固定されるものであり、
　前記ケージは、導電性を有し、かつ前記第２電気コネクタを収容しており、
　前記第２シェルは、導電性を有しており、
　前記第２シェルは、前記嵌合方向において、前記第２ロック部と前記第２電気コネクタ
との距離が前記第２距離となるように、前記ケージに取り付けられて
コネクタ装置を提供する。
【００２１】
　また、本発明は、第１２のコネクタ装置として、第１１のコネクタ装置であって、
　前記第２シェルは、前記嵌合方向に延びる腕部を有しており、
　前記腕部は、前記ケージに取り付けられ、それによって、前記第２ロック部と前記第２
電気コネクタとの間の距離を前記第２距離に固定する
コネクタ装置を提供する。
【００２２】
　また、本発明は、相手側ロック部と相手側電気コネクタとを備えたレセプタクルコネク
タと嵌合方向に沿って嵌合可能なプラグコネクタであって、
　前記プラグコネクタは、ケーブル保持部と、光電変換部と、電気コネクタと、ロック部
とを備えており、
　前記ケーブル保持部は、光信号を伝送させる光ファイバケーブルを保持しており、
　前記電気コネクタは、前記光電変換部に対して電気信号を入出力するものであり、
　前記光電変換部は、前記光信号と前記電気信号とを相互に変換するものであり、
　前記嵌合方向において、前記ロック部と前記電気コネクタとは第１距離だけ離れており
、
　前記ロック部は、前記プラグコネクタと前記レセプタクルコネクタとが互いに嵌合した
とき、前記相手側ロック部と係合するものであり、
　前記電気コネクタは、前記プラグコネクタと前記レセプタクルコネクタとが互いに嵌合
したとき、前記相手側電気コネクタと接続するものであり、
　前記嵌合方向において、前記相手側ロック部と前記相手側電気コネクタとの距離が第２
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距離のとき、前記第１距離と前記第２距離との差が、前記電気コネクタと相手側電気コネ
クタとの間の有効接触長以下である
プラグコネクタを提供する。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明のプラグコネクタの第１ロック部と第１電気コネクタとは、嵌合方向において、
第１距離だけ離れており、レセプタクルコネクタの第２ロック部と第２電気コネクタとは
、嵌合方向において、第２距離だけ離れている。そして、第１距離と第２距離の差は、第
１電気コネクタと第２電気コネクタとの間の有効接触長以下である。換言すると、このよ
うな条件を満たすように第１距離と第２距離とを設定する。このうち、第１距離は意図せ
ずともプラグコネクタの設計段階において定まる。しかし、第２距離については、意図す
れば様々な設計が可能である一方で、意図しなければ、特許文献１の００５６段落に記載
されているように、組立ばらつき生じてしまう。この点を考慮して前述の構造的条件を設
定したことから、本発明のコネクタ装置は、第１電気コネクタと第２電気コネクタとのア
ライメント及び接続確立の確認を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施の形態によるコネクタ装置を示す斜視図である。レセプタクルは
、筐体に固定され、ケージ及び第２電気コネクタは回路基板に搭載されている。プラグコ
ネクタとレセプタクルコネクタとは未だ嵌合していない。
【図２】図１のコネクタ装置を示す他の斜視図である。プラグコネクタとレセプタクルコ
ネクタとは互いに嵌合している。
【図３】図１のコネクタ装置に含まれるプラグコネクタを示す斜視図である。ストッパー
は、プラグコネクタ本体から取り外されている。
【図４】図３のプラグコネクタに含まれるプラグコネクタ本体を示す斜視図である。前部
と後部とは互いに分離されている。
【図５】図４のプラグコネクタ本体を示す他の斜視図である。前部と後部とは互いに組み
合わされている。カップリングナットは、未だ前部と後部とを締結していない。
【図６】図４のプラグコネクタ本体を示す更に他の斜視図である。前部と後部とは互いに
組み合わされ、カップリングナットによって締結されている。
【図７】図３のプラグコネクタを示す他の斜視図である。ストッパーはプラグコネクタ本
体に取り付けられている。
【図８】図７のプラグコネクタを示す正面図である。
【図９】図８のプラグコネクタを示すＡ－Ａ線断面図である。
【図１０】図９のプラグコネクタの一部（破線円内部分）を拡大して示す部分拡大図であ
る。
【図１１】図１のコネクタ装置に含まれるレセプタクルコネクタを示す斜視図である。
【図１２】図１１のレセプタクルコネクタを示す背面図である。
【図１３】図１１のレセプタクルコネクタを示す側面図である。
【図１４】図１１のレセプタクルコネクタを示す平面図である。
【図１５】図１１のレセプタクルコネクタを示す正面図である。
【図１６】図１１のレセプタクルコネクタに含まれるレセプタクルを示す斜視図である。
【図１７】図１６のレセプタクルを示す他の斜視図である。
【図１８】図１６のレセプタクルを示す背面図である。
【図１９】図１１のレセプタクルコネクタに含まれるケージを示す斜視図である。
【図２０】図１９のケージを示す他の斜視図である。
【図２１】図１１のレセプタクルコネクタに含まれる第２電気コネクタを示す斜視図であ
る。
【図２２】図２１の第２電気コネクタを示す他の斜視図である。
【図２３】図１１のレセプタクルコネクタに含まれるケージと第２電気コネクタとを示す
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斜視図である。ケージ及び第２電気コネクタは回路基板上に搭載されている。第２電気コ
ネクタはケージの内部に収容されている。
【図２４】図２３のケージ及び第２電気コネクタを示す背面図である。
【図２５】図２４のケージ及び第２電気コネクタを示すＢ－Ｂ線断面図である。
【図２６】図２のコネクタ装置を示すＣ－Ｃ線断面図である。
【図２７】図２６のコネクタ装置を示す平面図であって、部分的に、Ｄ－Ｄ線断面図を含
んでいる。
【図２８】レセプタクルコネクタの組み立てに使用される治具を示す斜視図である。
【図２９】図２８の治具を示す正面図である。
【図３０】図２８の治具を用いてレセプタクルコネクタの組み立てている途中の状態を示
す斜視図である。レセプタクルの位置決めが終了し、二本のネジがレセプタクルに取り付
けられている。
【図３１】図３０の治具及びレセプタクルコネクタを示す背面図である。
【図３２】図３１の治具及びレセプタクルコネクタを示すＥ－Ｅ線断面図である。
【図３３】特許文献１に記載されたコネクタ接続体の分解斜視図である。
【図３４】特許文献２に記載された電気コネクタの分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１及び図２を参照すると、本発明の一実施の形態によるコネクタ装置１０は、プラグ
コネクタ１１とレセプタクルコネクタ５０とを備えている。プラグコネクタ１１は、光フ
ァイバケーブル７０の端部に取り付けられており、レセプタクルコネクタ５０は、電子機
器（図示せず）の筐体８０と回路基板８５とに取り付けられている。
【００２６】
　図１及び図２から理解されるように、プラグコネクタ１１とレセプタクルコネクタ５０
とは、嵌合方向に沿って互いに嵌合可能かつ分離可能である。本実施の形態において、嵌
合方向は、前後方向に沿った方向であり、前後方向はＹ方向である。また、＋Ｙ方向が前
方であり、－Ｙ方向が後方である。
【００２７】
　図３を参照すると、プラグコネクタ１１は、プラグコネクタ本体１３とストッパー１５
とを有している。ストッパー１５は、円筒の一部を切り取ったような形状をしている。詳
しくは、ストッパー１５は、前後方向に沿って見たときの形状がＣ形であり、前後方向に
沿って延びている。ストッパー１５は、周方向の二つの端部間の距離を変更するように弾
性変形可能である。この弾性変形を利用することにより、ストッパー１５は、プラグコネ
クタ本体１３に対して着脱可能である。
【００２８】
　図４に示されるように、プラグコネクタ本体１３は、前部２１と後部３１とを有してい
る。図４及び図５から理解されるように、前部２１と後部３１とは、前後方向に沿って互
いに着脱可能である。図５及び図６から理解されるように、後部３１は、前後方向に沿っ
て移動可能なカップリングナット３４０を有している。カップリングナット３４０は、前
部２１と後部３１とを締結する。ストッパー１５（図３参照）は、プラグコネクタ本体１
３の後部３１に取り付けられ、カップリングナット３４０の後方への移動を規制する。
【００２９】
　図７から図１０を参照すると、プラグコネクタ本体１３の前部２１は、光モジュール２
１０、フロントホルダ２５０、支持部材２７０、ロックリング２８０、ロックスプリング
２９０及び操作部２９２を備えている。また、プラグコネクタ本体１３の後部３１は、光
コネクタ３１０、ケーブル保持部３２０、リアホルダ３３０、カップリングナット３４０
及びリアキャップ３５０を備えている。本実施の形態において、フロントホルダ２５０、
支持部材２７０、ロックリング２８０、ロックスプリング２９０、操作部２９２及びリア
ホルダ３３０は、第１シェルを構成する。詳しくは、第１シェルは、光モジュール２１０
を保持する第１部材と、光コネクタ３１０を保持する第２部材とを備えている。第１部材



(10) JP 6959792 B2 2021.11.5

10

20

30

40

50

は、フロントホルダ２５０、支持部材２７０、ロックリング２８０、ロックスプリング２
９０及び操作部２９２からなる。第２部材は、リアホルダ３３０からなる。このように、
プラグコネクタ１１は、光コネクタ３１０と、光モジュール２１０と、第１シェルとを備
えている。また、プラグコネクタ１１は、第１部材と第２部材とを締結するためのカップ
リングナット３４０を備えている。カップリングナット３４０は、第１部材と第２部材と
を締結する前の状態において、前後方向に沿って移動可能となるように第２部材に取り付
けられている。
【００３０】
　図９に示されるように、光モジュール２１０は、主部２２０と張出部２４０とを有して
いる。主部２２０は、概ね直方体の形状を有しており、前後方向に延びている。張出部２
４０は、主部２２０の後方に位置している。張出部２４０は、前後方向に沿って見たとき
、主部２２０よりも外側へ張り出している。換言すると、張出部２４０は、前後方向と直
交する方向へ張り出している。本実施の形態において、光モジュール２１０は、ＳＦＰ（
Small Form-factor Pluggable）モジュールである。
【００３１】
　図９に示されるように、光モジュール２１０は、また、光電変換部２２９と第１電気コ
ネクタ２３１とを備えている。光モジュール２１０は、光コネクタ３１０と接続され、光
コネクタ３１０へ光信号を送信し、また、光コネクタ３１０からの光信号を受信する。第
１電気コネクタ２３１は、光電変換部２２９に対して電気信号を入出力する。光電変換部
２２９は、光コネクタ３１０と第１電気コネクタ２３１との間において、光信号と電子信
号とを相互に変換する。本実施の形態において、光電変換部２２９と第１電気コネクタ２
３１は、主部２２０に設けられている。第１電気コネクタ２３１は、主部２２０に設けら
れた回路基板２３３の縁に形成された複数のコンタクトパッド（図示せず）を備えるエッ
ジコネクタである。このように、プラグコネクタ１１は、光電変換部２２９と第１電気コ
ネクタ２３１とを備えている。
【００３２】
　図８から図１０に示されるように、光モジュール２１０は、支持部材２７０を介してフ
ロントホルダ２５０に保持されている。フロントホルダ２５０には、支持部材２７０及び
光モジュール２１０の一部を受容する受容部２５１が形成されている。後述するように、
受容部２５１を規定するフロントホルダ２５０の縁部２５３が、第１規制部として機能す
る。
【００３３】
　図７及び図８に示されるように、フロントホルダ２５０は、レセプタクルコネクタ５０
に挿入される挿入部２６１を有している。挿入部２６１には、前後方向に沿った中心軸に
向かって凹み、前後方向に沿って延びる複数のガイド溝２６３が形成されている。本実施
の形態において、ガイド溝２６３の数は四つである。ガイド溝２６３は、前後方向に沿っ
た中心軸関して非対称となるように配置されている。
【００３４】
　図９から理解されるように、光モジュール２１０は、前後方向と直交する面内において
、フロントホルダ２５０及び操作部２９２により囲われている。換言すると、第１シェル
は、前後方向と直交する面内において、全周に亘って光モジュール２１０を囲っている。
そして、光モジュール２１０と第１シェルとの間、即ち、光モジュール２１０とフロント
ホルダ２５０との間には、前後方向に延びるケージ収容部２５５が形成されている。
【００３５】
　図８から図１０までの図から理解されるように、支持部材２７０は、四角筒状に形成さ
れ、四つの板状部２７１を有している。各板状部２７１には、面内方向と直交する方向に
突出した複数の板バネ２７３が形成されている。このように、プラグコネクタ１１は、複
数の板バネ２７３を有する支持部材２７０を備えている。本実施の形態において、支持部
材２７０は、金属板を打ち抜き加工及び曲げ加工して形成されている。板バネ２７３も同
時に、曲げ加工により形成される。
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【００３６】
　図８から図１０に示されるように、四つの板状部２７１のうち上側及び下側の板状部２
７１は、光モジュール２１０の主部２２０の上面２２１及び下面２２３を夫々部分的に覆
っている。また、上側及び下側の板状部２７１の夫々は、上下方向において、光モジュー
ル２１０とフロントホルダ２５０の内面との間に挟まれている。板バネ２７３の働きによ
り、光モジュール２１０は、上下方向において、フロントホルダ２５０に対しフローティ
ング状態となるように支持される。四つの板状部２７１のうちの残りの二つの板状部２７
１は、光モジュール２１０の側面２２５，２２７を夫々部分的に覆う。但し、光モジュー
ル２１０の側面２２５，２２７には、板状部２７１に対応する凹所が形成されており、そ
の凹所に板状部２７１が収容されている。そのため、図８において、側面２２５，２２７
を覆う板状部２７１は見えない。しかしながら、支持部材２７０は、横方向に関しても光
モジュール２１０をフロントホルダ２５０に対してフローティング状態となるように支持
する。こうして、光モジュール２１０は、前後方向と直交する面内において、フロントホ
ルダ２５０に対してフローティング状態となるように支持される。光モジュール２１０の
周囲を金属製の支持部材２７０で囲んだことにより、光モジュール２１０からのノイズ放
射を抑制すると共に放熱を促進することができる。なお、本実施の形態において、上下方
向はＺ方向である。＋Ｚ方向が上方であり、－Ｚ方向が下方である。また、本実施の形態
において、横方向はＸ方向である。
【００３７】
　図８及び図９から理解されるように、ロックリング２８０は、概ね円筒形状に形成され
ている。また、図８に示されるように、ロックリング２８０には、内周側へ突出する一対
のロック部（第１ロック部）２８１が設けられている。即ち、プラグコネクタ１１は、第
１ロック部２８１を備えている。図２７から理解されるように、ロック部２８１は前後方
向と直交するロック面２８３を有している。前後方向において、ロック部２８１と第１電
気コネクタ２３１とは、第１距離Ｄ１だけ離れている。
【００３８】
　図８及び図９から理解されるように、ロックリング２８０は、フロントホルダ２５０の
一部分を全周に亘って囲うように、フロントホルダ２５０に取り付けられている。ロック
リング２８０は、前後方向において、フロントホルダ２５０の中央部近くに設けられてい
る。ロックリング２８０は、前後方向に沿った軸に関して、フロントホルダ２５０に対し
て所定の角度範囲で回転可能である。ロックリング２８０は、ロックスプリング２９０に
よって所定角度位置に維持されている。
【００３９】
　図７から図９までの図から理解されるように、操作部２９２は、前後方向と直交する面
内において、ロックリング２８０及びロックスプリング２９０を覆うように、フロントホ
ルダ２５０に取り付けられている。操作部２９２は、フロントホルダ２５０に取り付けら
れた状態で、前後方向に沿って第１位置と第２位置の間で移動することが可能である。操
作部２９２とロックリング２８０とは、カム機構２８５により互いに連結されている。初
期状態において、操作部２９２は、第２位置よりも前方に位置する第１位置に位置してい
る。操作部２９２を第１位置から第２位置へ向かって後方へ移動させると、カム機構２８
５の働きにより、ロックリング２８０がロックスプリング２９０の力に逆らって回転する
。操作部２９２が外力から解放されると、ロックリング２８０がロックスプリング２９０
の力により所定角度位置に戻る。これに伴い、操作部２９２は、カム機構２８５の働きに
よって、第１位置に戻る。後述するように、操作部２９２が第１位置にあるとき、ロック
リング２８０のロック部２８１は、被ロック部（第２ロック部）５１１（図１６、図１７
及び図２７参照）をロックすることができる。また、操作部２９２が第２位置にあるとき
、ロックリング２８０のロック部２８１は、レセプタクルコネクタ５０が備える被ロック
部５１１のロックを解除することができる。
【００４０】
　図９に示されるように、光コネクタ３１０は、光信号を伝送させる光ファイバケーブル
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７０の先端に取り付けられている。詳しくは、光コネクタ３１０は、光ファイバケーブル
７０に含まれる光ファイバ７１の先端にフェルール７３を介して取り付けられている。光
コネクタ３１０は、光モジュール２１０に対して着脱可能に構成されている。
【００４１】
　図９に示されるように、ケーブル保持部３２０は、光信号を伝送させる光ファイバケー
ブル７０を保持している。詳しくは、光ファイバケーブル７０の外被７５の先端部分にお
いて、光ファイバケーブル７０を保持している。ケーブル保持部３２０は、前後方向に沿
った軸に関して、光ファイバケーブル７０を回転不能に保持している。光ファイバ７１は
、外被７５の先端部分よりも更に前方へ延びている。
【００４２】
　図４及び図５から理解されるように、前部２１と後部３１とは、互いに組み合わされる
。換言すると、第１部材と第２部材とは互いに組み合わされる。前部２１と後部３１とが
互いに組み合わされた状態で、光コネクタ３１０と光モジュール２１０とは互いに嵌合し
ている。この状態において、第１シェルは、光コネクタ３１０と光モジュール２１０を保
持していると共に少なくとも部分的に光コネクタ３１０と光モジュール２１０を覆ってい
る。カップリングナット３４０を用いて前部２１と後部３１とを互いに締結する前の状態
において、プラグコネクタ本体１３には、開口部２５７が存在する。換言すると、第１部
材と第２部材とを締結する前の状態において、第１シェルは、前後方向と直交する方向に
開口した開口部２５７を有している。そして、開口部２５７を通じて、光モジュール２１
０及び光コネクタ３１０を部分的に視認することができる。特に、開口部２５７を通じて
、光モジュール２１０の張出部２４０を部分的に視認することができる。これにより、光
モジュール２１０と光コネクタ３１０との嵌合状態を目視確認できる。また、リアホルダ
３３０の前端（第２規制部）３３１が光モジュール２１０に突き当たっているか否かを目
視で確認することができる。
【００４３】
　再び図９を参照すると、張出部２４０は、少なくとも部分的に、フロントホルダ２５０
の縁部２５３とリアホルダ３３０の前端３３１との間に挟まれている。換言すると、第１
シェルは、第１部材に設けられた第１規制部２５３と第２部材に設けられた第２規制部３
３１とを有しており、第１規制部２５３と第２規制部３３１は、前後方向において張出部
２４０を挟み込んでいる。これにより、光モジュール２１０は、第１シェル内において、
前後方向における移動が規制される。ここで、張出部２４０の前後方向の長さは、光モジ
ュール２１０の製造者によって異なる可能性がある。そこで、光モジュール２１０の前後
方向の移動を確実に規制するため、リアホルダ３３０の前端３３１には、フォームスプリ
ングが設けられてよい。また、フォームスプリングの表面には潤滑用フィルムが貼られて
よい。これにより、光モジュール２１０の張出部２４０をフロントホルダ２５０の縁部２
５３２とリアホルダ３３０の前端３３１で確実に挟み込むことができる。換言すると、張
出部２４０は、第２規制部３３１及びフォームスプリングによって前方へ押され、第１規
制部２５３に押し付けられる。こうして、張出部２４０が第１規制部２５３に接触した状
態を、確実に維持することができる。よって、光モジュール２１０の主部２２０の寸法が
所定の公差内であれば、張出部２４０の寸法の影響を受けることなく、第１電気コネクタ
２３１と第２電気コネクタ５７（図２６参照）との接続を確実に行うことができる。
【００４４】
　図６に示されるように、後部３１が備えるカップリングナット３４０を前部２１の雄ネ
ジ部２５９に螺合させることで、前部２１と後部３１とは互いに締結される。雄ネジ部２
５９は、図４及び図５に示されるように、フロントホルダ２５０の後部３１の外周に形成
されている。開口部２５７は、雄ネジ部２５９を途中で切断するようにフロントホルダ２
５０に形成されている。
【００４５】
　図９に示されるように、前部２１には、更に第１止水部２９４が設けられており、後部
３１には、更に第２止水部３５２が設けられている。換言すると、第１シェルは、第１止
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水部２９４と第２止水部３５２を備えており、第１止水部２９４は第１部材に取り付けら
れ、第２止水部３５２は第２部材に取り付けられている。第１止水部２９４は、前後方向
と直交する面内において第１部材に含まれるフロントホルダ２５０の全周を覆っており、
第２止水部３５２は、前後方向と直交する面内において、第２部材であるリアホルダ３３
０の全周を覆っている。カップリングナット３４０が雄ネジ部２５９に締め付けられると
、第１止水部２９４は、カップリングナット３４０とフロントホルダ２５０との間に挟ま
れて、これらの間を止水する。また、第２止水部３５２は、カップリングナット３４０と
リアホルダ３３０との間に挟まれて、これらの間を止水する。開口部２５７は、前後方向
において、第１止水部２９４と第２止水部３５２との間に位置する。これにより、カップ
リングナット３４０が雄ネジ部２５９に締め付けられると、開口部２５７は外部から遮断
される。前部２１は、更に第３止水部２９６を有している。
【００４６】
　図１及び図１１から図１５に示されるように、レセプタクルコネクタ５０は、レセプタ
クル（第２シェル）５１と、ケージ５５と、第２電気コネクタ５７とを備えている。
【００４７】
　図１６から図１８に示されるように、レセプタクル５１は、環状部５１０と、鍔部５２
０と、三つの腕部５３０とを有している。レセプタクル５１は、金属製であり、導電性を
有している。
【００４８】
　図１６から図１８に示されるように、環状部５１０の外周面には、被ロック部（第２ロ
ック部）５１１が形成されている。換言すると、レセプタクルコネクタ５０は、第２ロッ
ク部５１１を備えている。被ロック部５１１は、横方向の内側に凹む凹部である。被ロッ
ク部５１１は、プラグコネクタ１１とレセプタクルコネクタ５０とが互いに嵌合したとき
、ロック部２８１と係合する。詳しくは、被ロック部５１１を規定する壁面は、前後方向
と直交する被ロック面５１３を有している。ロック部２８１が被ロック部５１１をロック
した状態において、プラグコネクタ１１をレセプタクルコネクタ５０に対して相対的に後
方へ移動させようとすると、ロック面２８３（図２７参照）が被ロック面５１３に突き当
たる。これにより、レセプタクルコネクタ５０からプラグコネクタ１１を抜去することが
防止される。
【００４９】
　図１６から図１８に示されるように、環状部５１０及び鍔部５２０の内周面には、四つ
のガイド突起５１５が形成されている。ガイド突起５１５は、環状部５１０の中心へ向か
って突出し、前後方向に延びる突部である。ガイド突起５１５は、誤嵌合防止のため、環
状部５１０の中心軸に関して非回転対称となる位置に配置されている。
【００５０】
　図１６から図１８に示されるように、鍔部５２０は、環状部５１０の前方に位置し、環
状部５１０の外周面よりも上下方向及び横方向において外側へ突出している。特に図１８
に示されるように、鍔部５２０は、前後方向に沿ってみたときの形状は、略正方形である
。
【００５１】
　図１６から図１８を参照すると、三つの腕部５３０は、上腕部５３１と、一対の側腕部
５３３とを有している。腕部５３０は、前後方向に沿って延びている。詳しくは、上腕部
５３１は、鍔部５２０から前方へ延びる支持部５４１と、支持部５４１の先端から横方向
及び下方へ延びる先端部５４３とを有している。また、側腕部５３３は、二つのガイド突
起５１５に連続して、前方へ延びる支持部５４５と、支持部５４５の先端から横方向内側
へ延びる先端部５４７とを有している。
【００５２】
　図１９及び図２０に示されるように、ケージ５５は、後部５５１と前部５５３とを有し
ている。ケージ５５は、後部５５１と前部５５３とにまたがる内部空間５５５を有してい
る。後部５５１は、上下方向外側及び横方向外側へ突出する複数の板バネ５５７を有して
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いる。また、後部５５１は、部分的に下方へ向かって開放されている。また、前部５５３
は、下方に向かって開放されている。前部５５３は、上板５６１、側板５６３及び前板５
６５を有している。ケージ５５は、金属板を打ち抜き加工及び曲げ加工して形成され、導
電性を有している。
【００５３】
　図２１及び図２２から理解されるように、第２電気コネクタ５７は、エッジコネクタで
ある。第２電気コネクタ５７は、プラグコネクタ１１とレセプタクルコネクタ５０とが互
いに嵌合したとき、第１電気コネクタ２３１と接続される。本実施の形態において、第２
電気コネクタ５７は、複数のコンタクト５７１を有している。コンタクト５７１は絶縁性
のコンタクトホルダ５７３に保持されている。図２４及び図２５から理解されるように、
コンタクト５７１は、接点５７２を有しており、接点５７２は、上下二列に配列されてい
る。
【００５４】
　図２３から図２５に示されるように、ケージ５５及び第２電気コネクタ５７は、使用時
において、回路基板８５に搭載（固定）される。また、第２電気コネクタ５７は、ケージ
５５の内部空間５５５内に収容される。
【００５５】
　図１１から図１５までの図から理解されるように、回路基板８５は、使用時において筐
体８０の内部に配置される。回路基板８５上に搭載された第２電気コネクタ５７もまた、
使用時において、筐体８０の内部に配置される。また、レセプタクル５１は、使用時にお
いて筐体８０に取り付けられる。このとき、環状部５１０及び鍔部５２０は、筐体８０の
外側に位置し、腕部５３０は孔８１通じて筐体８０の内部へ延びている。ここで、回路基
板８５は、筐体８０に直接固定されておらず、他の部材（図示せず）等を介して間接的に
筐体８０に固定されている。そのため、筐体８０に形成された孔８１と回路基板８５との
間の相対的位置には、ばらつきがある。したがって、レセプタクル５１を筐体８０に取り
付ける際に、レセプタクル５１の位置合わせを行う必要がある。なお、本実施の形態にお
いて、筐体８０と回路基板８５との間の前後方向の距離は、図示しない位置決め治具を用
いて適切に調整されているものとする。詳しくは、図２７に示されるように、前後方向に
おいて、被ロック面５１３と第２電気コネクタ５７の後端との距離Ｌ１と、被ロック面５
１３と鍔部５２０の前面との距離Ｌ２と、鍔部５２０の前面と第２電気コネクタ５７の後
端との距離Ｌ３とが、夫々所定の公差内に収まるように調整する。
【００５６】
　図１１から図１５までの図から理解されるように、レセプタクル５１の腕部５３０の形
状及び配置は、ケージ５５のサイズに対応している。したがって、レセプタクル５１の腕
部５３０を筐体８０の孔８１に挿入し、ケージ５５に接触させることで、前後方向と直交
する面内方向において、レセプタクル５１の筐体８０に対する位置決めを行うことができ
る。また、前後方向に沿った軸に関する回転方向において、筐体８０に対するレセプタク
ル５１の角度も決定できる。換言すると、レセプタクル５１の鍔部５２０を筐体８０の外
面に接触させた状態において、上腕部５３１の先端部５４３がケージ５５の上板５６１の
前縁部に接触し、かつ側腕部５３３の先端部５４７の端面とケージ５５の側板５６３の表
面とが同一平面上に位置するようにする。筐体８０と回路基板８５との相対的位置関係が
適切であれば、このとき、先端部５４３及び５４７の前面は、ケージ５５の前板５６５の
背面と同一平面上に位置する。こうして、筐体８０の孔８１に対するレセプタクル５１の
位置決めが行われる。その後、レセプタクル５１は、ボルト（図示せず）を用いて筐体８
０に固定される。その結果、レセプタクル５１は、ケージ５５に取り付けられる。鍔部５
２０には、ボルトを挿入するための馬鹿穴（図示せず）が形成されている。
【００５７】
　図１３に示されるように、被ロック部５１１は、筐体８０の外側に位置する。換言する
と、第２ロック部５１１は、筐体８０の外側に位置するように、第２シェルに設けられて
いる。また、レセプタクル５１は、前後方向において、被ロック部５１１と第２電気コネ
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クタ５７との距離が第２距離Ｄ２となるように、筐体８０に固定されかつケージ５５に固
定されることなく取り付けられている。詳しくは、第２距離Ｄ２は、被ロック部５１１の
被ロック面５１３と第２電気コネクタ５７のコンタクト５７１の接点５７２（図２５参照
）との間の前後方向における距離である。腕部５３０は、ケージ５５の所定位置に取り付
けられ、それによって、被ロック部５１１と第２電気コネクタ５７との間の距離を第２距
離Ｄ２に固定する。このように、前後方向において、被ロック部５１１と第２電気コネク
タ５７とは、第２距離Ｄ２だけ離れている。
【００５８】
　図２６に示されるように、プラグコネクタ１１とレセプタクルコネクタ５０とが互いに
嵌合する際、ケージ５５はケージ収容部２５５に部分的に収容される。また、第１電気コ
ネクタ２３１は第２電気コネクタ５７に接続される。更に、第３止水部２９６は、フロン
トホルダ２５０とレセプタクル５１との間に挟まれ、これらの間を止水する。
【００５９】
　第１電気コネクタ２３１及び第２電気コネクタ５７は、前後方向において、第２電気コ
ネクタ５７のコンタクト５７１が第１電気コネクタ２３１のコンタクトパッド（図示せず
）に接触する有効接触長Ｄ３を有している。換言すると、第１電気コネクタ２３１のコン
タクトパッドは、コンタクト５７１に接触する範囲として、前後方向の長さが有効接触長
Ｄ３に等しい接触可能範囲を有している。図２６及び図２７から理解されるように、第１
電気コネクタ２３１と第２電気コネクタ５７とが電気的に正しく接続されるには、ロック
部２８１（ロック面２８３）から第１電気コネクタ２３１のコンタクトパッドの接触可能
範囲の先端までの距離（第１距離Ｄ１）は、被ロック部５１１（被ロック面５１３）から
第２電気コネクタ５７の接点５７２（図２５参照）までの距離（第２距離Ｄ２）よりも長
くなければならない（Ｄ１＞Ｄ２）。しかしながら、第１距離Ｄ１と第２距離Ｄ２との差
が有効接触長Ｄ３を超えると（Ｄ１－Ｄ２＞Ｄ３）、ロック部２８１が被ロック部５１１
をロックすることができない。したがって、第１距離Ｄ１と第２距離Ｄ２との差は有効接
触長Ｄ３以下でなければならない。本実施の形態において、プラグコネクタ１１及びレセ
プタクルコネクタ５０は、このような条件を満たすように作製されている。したがって、
ロック部２８１が被ロック部５１１をロックできることを確認すれば、プラグコネクタ１
１及びレセプタクルコネクタ５０はアライメント及び接続確立を確認したことになる。こ
うして、本実施の形態によるコネクタ装置１０は、第１電気コネクタ２３１と第２電気コ
ネクタ５７とのアライメント及び接続確立の確認を容易に行うことができる。
【００６０】
　上記実施の形態では、レセプタクル５１が備える腕部５３０を利用してレセプタクル５
１の位置決めを行う例について説明した。但し、本発明はこれに限られない。腕部５３０
を有しないレセプタクル５１Ａ（図３０から図３２参照）の位置決めを行う場合には、以
下に説明する治具を用いて行うことができる。
【００６１】
　図２８及び図２９を参照すると、レセプタクル５１Ａ（図３０から図３２参照）の位置
決めに使用される治具８７は、挿入部８７１と、Ｏリング８７３と、鍔部８７５と、つま
み８７７とを有している。図２８及び図２９に示されるように、挿入部８７１の外周面に
は、レセプタクル５１Ａのガイド突起５１５Ａ（図３２参照）に対応するガイド溝８８１
が形成されている。Ｏリング８７３は、挿入部８７１に形成された溝に部分的に嵌め込ま
れている。Ｏリング８７３は、挿入部８７１の後端近く、即ち、鍔部８７５の近くに位置
し、前後方向と直交する面内において、挿入部８７１の全周を囲っている。また、挿入部
８７１には、ケージ５５の後部５５１を受容する受容部８７９が形成されている。
【００６２】
　図３０から図３２を参照すると、治具８７の挿入部８７１は、レセプタクル５１Ａ及び
筐体８０の孔８１に挿入される。このとき、レセプタクル５１Ａは筐体８０に固定されて
おらず、回路基板８５は、筐体８０に対して固定されていない。治具８７の挿入部８７１
がレセプタクル５１Ａに挿入されると、レセプタクル５１Ａのガイド突起５１５Ａと治具



(16) JP 6959792 B2 2021.11.5

10

20

30

40

50

８７のガイド溝８８１との相互作用により、治具８７とレセプタクル５１Ａとの相対的位
置が決定される。また、挿入部８７１が筐体８０の孔８１に挿入されると、ケージ５５の
後部５５１が治具８７の受容部８７９に受容される。ケージ５５の後端が受容部８７９の
奥壁に突き当たることで、前後方向において、治具８７とケージ５５との相対的な位置が
決定される。あるいは、回路基板８５の後端と治具８７の前端とが突き当たることで、前
後方向において、治具８７とケージ５５との相対的な位置が決定される。また、ケージ５
５の後部５５１が備える板バネ５５７の作用により、治具８７は、前後方向と直交する面
内方向において、ケージ５５に対して位置決めされる。同時に、治具８７は、前後方向に
沿った軸に関する回転方向において、ケージ５５に対する相対的角度が決定される。以上
の結果、治具８７を介して、レセプタクル５１Ａとケージ５５との相対的な位置が決定さ
れる。この状態で、レセプタクル５１Ａの鍔部５２０が、筐体８０の表面に接触するよう
に回路基板８５の筐体８０に対する相対位置を調整し、回路基板８５の筐体８０に対する
相対位置を固定する。その後、レセプタクル５１Ａを筐体８０に固定する。以上のように
して、筐体８０に対するケージ５５の相対位置と、ケージ５５に対するレセプタクル５１
Ａの相対位置とを決定することができる。
【００６３】
　なお、上記例では、ケージ５５の板バネ５５７を利用して、ケージ５５に対する治具８
７の相対位置を決定した。しかしながら、本発明はこれに限定されない。ケージ５５の板
バネ５５７に代えて、受容部８７９内に複数の板バネを配置するようにしてもよい。これ
によりケージ５５の構成の簡略化と小型化を実現することができる。
【００６４】
　以上、本発明について、実施の形態を掲げて説明してきたが、本発明は、上記実施の形
態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変形、変更が可能
である。例えば、上記実施の形態では、レセプタクル５１の側腕部５３３が最終的にケー
ジ５５に接していないが、側腕部５３３もケージ５５に接したままとなるようにしてもよ
い。これにより、より精度の高いレセプタクル５１の位置決めを行うことができる。
【符号の説明】
【００６５】
　　１０　コネクタ装置
　　１１　プラグコネクタ
　　１３　プラグコネクタ本体
　　１５　ストッパー
　　２１　前部
　　２１０　光モジュール
　　２２０　主部
　　２２１　上面
　　２２３　下面
　　２２５，２２７　側面
　　２２９　光電変換部
　　２３１　第１電気コネクタ
　　２３３　回路基板
　　２４０　張出部
　　２５０　フロントホルダ
　　２５１　受容部
　　２５３　縁部（第１規制部）
　　２５５　ケージ収容部
　　２５７　開口部
　　２５９　雄ネジ部
　　２６１　挿入部
　　２６３　ガイド溝
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　　２７０　支持部材
　　２７１　板状部
　　２７３　板バネ
　　２８０　ロックリング
　　２８１　ロック部（第１ロック部）
　　２８３　ロック面
　　２８５　カム機構
　　２９０　ロックスプリング
　　２９２　操作部
　　２９４　第１止水部
　　２９６　第３止水部
　　３１　後部
　　３１０　光コネクタ
　　３２０　ケーブル保持部
　　３３０　リアホルダ
　　３３１　前端（第２規制部）
　　３４０　カップリングナット
　　３５０　リアキャップ
　　３５２　第２止水部
　　５０　レセプタクルコネクタ
　　５１，５１Ａ　レセプタクル
　　５１０　環状部
　　５１１　被ロック部（第２ロック部）
　　５１３　被ロック面
　　５１５，５１５Ａ　ガイド突起
　　５２０　鍔部
　　５３０　腕部
　　５３１　上腕部
　　５４１　支持部
　　５４３　先端部
　　５３３　側腕部
　　５４５　支持部
　　５４７　先端部
　　５５　ケージ
　　５５１　後部
　　５５７　板バネ
　　５５３　前部
　　５６１　上板
　　５６３　側板
　　５６５　前板
　　５５５　内部空間
　　５７　第２電気コネクタ
　　５７１　コンタクト
　　５７２　接点
　　５７３　コンタクトホルダ
　　７０　光ファイバケーブル
　　７１　光ファイバ
　　７３　フェルール
　　７５　外被
　　８０　筐体
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　　８１　孔
　　８５　回路基板
　　８７　治具
　　８７１　挿入部
　　８７３　Ｏリング
　　８７５　鍔部
　　８７７　つまみ
　　８７９　受容部
　　８８１　ガイド溝
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【図３】
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